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資料１ 政治倫理条例の論点に対する意見（各会派意見まとめ） 



政治倫理条例の論点に対する意見（各会派意見まとめ）

区分 論点 新政みえ 自由民主党 草莽 公明党 日本共産党 草の根運動いが

前文

・文言の追加
　①「人権意識」を追加

・文言の修正
　②「県民」→「主権者たる県民」
　③「厳しい倫理意識」
　　→「崇高な倫理意識」

①△
　倫理とは何か、という確認が必要。
　倫理は法では裁けない世の中のあ
るべき姿、道理という意味が含まれて
おり、人権意識等もその中に含まれる
という考え方により、加筆する必要は
ない。

②○　加筆する。
③○　修正する。

特になし ②「主権者たる」を加筆すべき
①良
②良
③良

①○
②○
③○

①○
②○
③○

目的（１条） 文言の修正
「県民」→「主権者たる県民」

○
県民という言葉は、条例中に多く見ら
れるので、前文に書きこむことですべ
ての「県民」という言葉にかかるという
理解でよいのではないか。

〃 「主権者たる」を加筆すべき ○ ○

規定の追加
　①不正な影響力行使の禁止
　②辞職後の議員を政治倫理審査
会へ招致できる

①△
　第3条に含まれていると考えられるの
で、追加の必要なし。

②○　追加する。
　個人への制裁ではなく、政治倫理の
向上がそもそもの目的なので、議会と
しての在り様を示しつつ議会全体の意
識向上を図り、県民への説明責任を果
たすために、辞職後であっても招致で
きるようにしておくべき。

〃
①良
②制度上可能かも含め慎重に判断
していく

①○
②○

①○
②○

説明責任の明確化
　政治倫理条例とは別に、説明責
任の明確化を確認する（例：議員本
人による宣誓）

〃
宣誓は必要と考える
但し、反した場合の措置も同時に検
討

○

政治倫理基準（３条）

禁止すべき新たな規準を明記
　①人権侵害、名誉棄損及び差別
的行為
　②SNS等の情報発信（議員本人
が扇動した第三者の行為を含む）
　③県の補助を受けている団体の
報酬を伴う役職に就くこと

①○
　①②とも書きこみは必要である。

②○
　崇高な倫理意識を求めているので、
当然倫理基準として必要な内容であ
る、SNS等については条例制定後のこ
とであり、社会においても問題が多い
ことから不可欠である。

③△
　広範な議論が必要であり、すぐに結
論を出すのは難しい。
　資産公開において報酬等について
チェックは可能か。

〃
①良
②良
③良

①○
②○
③○

①○
②○
③補助割合にもよるのではないか

請求の要件
　①議員定数の１２分の１（現行ど
おり）
　②議員定数の８分の１（懲罰の動
議より）

①○
　請求要件は現行のままでよい。
　特に変える理由はない。

②×　上記により、採用しない。

〃 ①12分の1である根拠を明確にすべ
き ②8分の1が適当と考えます ①○

②× ②○

県民による請求
　自治法による直接請求権のように
県民による審査請求を規定する

△
必要性は理解するが、書きこみはしな
い。
県民による請求の妥当性が問われる
ことも想定され、細かいルールが必要
と考えられる。議員は住民の代表であ
り、この条例によって自浄作用をもって
議会として対応する。

〃

県民による審査請求も認める方向
で考える
但し、その場合の基準については別
途協議が必要

○ ○

責務（２条）

審査の請求（４条）

資料１



政治倫理条例の論点に対する意見（各会派意見まとめ）

区分 論点 新政みえ 自由民主党 草莽 公明党 日本共産党 草の根運動いが

設置の要件
　①議会運営委員会に諮る（現行ど
おり）
　②議員定数の1/3以上かつ２会派
以上の賛成

①○
　議会運営委員会は公開で行われ、
恣意的な審議はなされないものである
ことから、現行通り議会運営委員会で
諮ることでよい。
　調査を誰がするのか、を明らかにす
る必要がある。

②×　上記の理由により、採用しない。

〃 ①比例按分
　→各会派で調整

①委員構成により判断が片寄る場
合があることが危惧されます
　設置有無の最終決定機関としては
如何かと思います

②数字はともかく、全議員を設置判
断の対象とすべき

①×
　 ↓
②○

①○
②×

外部委員（有識者）
　外部委員の是非（是の場合に以
下）
　①必要がある時は有識者の意見
等を聴取する（現行どおり）
　②必ず有識者の意見等を聴取す
る
　③外部委員として有識者を任命す
る

外部委員採用を是とする。
①×
　必要があるときではなく、委員として
位置付ける。恣意的な意見を防ぎ、専
門的な意見を議論に取り入れるため
にも役割として審査会に位置付けをす
る。同時に外部委員が果たす役割を
明らかにすべき。

②○　上記に同じ
③○　上記に同じ

〃 ①現行どおり ①良

①×
　 ↓
②○

③○

①×
②○
③○

審査会の公開
　原則公開とし、必要があれば非公
開

○　公開する。
　　ただし、非公開も理由により可とす
る。

〃 審査会で判断 良 ○（当事者の意見を確認） ○

重要な勧告（措置）
　①現行の「辞職勧告」と「役職辞
任」以外の列挙をするかどうか
　②現在の対応である代表者会議
での陳謝などをどのように整理して
いくか。

①○　列挙する。
②×
　この条例に則って審査会で諮られる
場合は、全員協議会における謝罪が
妥当であり、代表者会議における陳謝
はこの条例内では扱わないこととして
はどうか。

〃 ①現行どおり

①条例内に全てを列挙する必要は
ないと考えますが、措置の種類は何
らかの形で整理公表すべき

②措置の種類を協議する中で整理
する

①明確に記述しておく

②代表者会議での陳謝は審査会設
置以前のもので、審査会を経ての措
置とは別ものである

①○

被審査議員を弁護する者の参画
　弁護者の要否

△
弁護者の選任は被審査委員に任せ
る。

審査会委員の中で任命することは、公
平性、客観性の面から適切でない。

〃 被審査議員が任命

要検討
本人が行うべき説明責任をきちんと
果たす、果たされる制度であること
が最も大切だと思う

要とする ×
自らの責任で説明責任を果たす

措置（10条）

代表者会議との関係
　現在の対応である代表者会議で
の陳謝などをどのように整理してい
くか。（再掲）

〃
事がおこった時の対応の一つとして
自発的なものとしてはありえるが、
措置ではない

代表者会議は議員の政治倫理に関
して協議する場ではない

委任（11条） 逐条解説の作成 〃 必要 改正後の条例、条文から必要性を
判断する 必要

審査会の設置（５条）

審査会の運営（６条）



 

 

 三重県議会議員の政治倫理に関する

条例 
平成18年12月26日 

三重県条例第84号 

  

議会制民主主義の健全な発展は、我々議員に対する県民の揺るぎな

い信頼があって初めて成し遂げられるものである。 

 そのためには、県民の負託を受けた我々議員の高い倫理観と深い見

識が不可欠である。 

 我々議員は、県民の厳粛な信託により、県民の代表として、県政に

携わる権能と責務を有することを深く認識し、公正、誠実、清廉を基

本とし、厳しい倫理意識に徹して、その使命の達成に努めなければな

らない。 

ここに、本県議会は、県民に対して、議員の責務を明らかにし、議

員の行為規範となる政治倫理規準等を定める政治倫理に関する条例を

制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、議会政治の根幹をなす政治倫理確立のため、議

員の責務と政治倫理規準を定めるとともに、議会の秩序と名誉を守

り、県民の厳粛な信託にこたえ、もって清潔で民主的な県政の発展

に寄与することを目的とする。 

 （責務） 

第２条 議員は、県民の負託にこたえるため、絶えず県民全体の利益

を擁護するよう行動しなければならない。 

２ 議員は、高い倫理的義務が課せられていることを自覚して、自ら

の行動を厳しく律するとともに、県民の代表として良心と責任感を

持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならな

い。 

３ 議員は、政治倫理に関し、政治的又は道義的批判を受けたとき

は、真摯
し

かつ誠実に事実を解明し、その責任を進んで明確にする義

務を負うものとする。 

 

 

 （政治倫理規準） 

第３条 議員は、地方自治法（昭和22年法律第67号）、公職選挙法

（昭和25年法律第100号）、政治資金規正法（昭和23年法律第194

号）等の諸規定とともに、次に掲げる政治倫理規準を遵守して行動

しなければならない。 

一 議員は、議員の品位と名誉を損なう行為により、県民の議会に

対する信頼を損ねてはならないこと。 

二 議員は、その権限や地位を利用して、自己や特定の者の利益を

図ってはならないこと。 

三 議員は、利益を得ることを目的として、国若しくは地方公共団

体が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対す

る行政庁の処分に関し、特定の者に有利になるような働きかけを

してはならないこと。 

四 議員は、公正を疑われるような金品の授受を行ってはならない

こと。 

五  議員は、道義的な批判を受けるような政治活動に関する寄附を

受けないこと。また、その資金管理団体に、同様の寄附を受けさ

せないこと。 

六  議員は、国若しくは地方公共団体の公務員又は関係団体（指定

管理者を含む。）の役員若しくは職員に対し、その権限又はその

地位による影響力を及ぼすことにより公正な職務の執行を妨げる

等不当な行為をしてはならないこと。 

 （審査の請求） 

第４条 議員は、前条各号に掲げる政治倫理規準に反する疑いがある

と認めるときは、議員の定数の12分の１以上の議員の連署により議

長に審査を請求することができる。この場合において、審査の請求

は、理由を明らかにした文書をもって行うものとする。 

 （審査会の設置） 

第５条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、これを

審査するため、議会運営委員会に諮り、議会に三重県議会議員政治

倫理審査会(以下「審査会」という。)を速やかに設置する。 

２ 審査会は、委員11人以内で組織する。 

３ 委員は、議員のうちから議長が任命する。 



 

 

４ 委員の任期は、当該審査が終了するまでとする。 

５ 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定

める。 

 （審査会の運営） 

第６条 審査会の運営は、次に定めるところによるものとする。 

一 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことが

できない。 

二 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数で決し、可否

同数のときは、委員長の決するところによる。 

三 審査会は、審査の請求をされた議員につき、第３条各号に掲げ

る政治倫理規準に反し、政治的又は道義的に責任があると認めた

場合で、議員辞職の勧告、役職辞任の勧告等重要な勧告を内容と

する審査結果を答申しようとするときは、出席委員の３分の２以

上の多数による賛成を要するものとする。 

四 審査会は、審査のため必要があるときは、議員、優れた識見を

有する者等に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取

し、又は報告を求めることができる。 

五 審査の請求をされた議員は、審査会から出席の要請があった場

合は、出席し、誠実に答える義務を負う。 

六 審査の請求をされた議員は、審査会に対し口頭又は文書により

弁明することができる。 

七 委員は、その職務を遂行するに当たっては、公正不偏の立場

で、審査しなければならない。 

八 審査会の会議は、原則として非公開とする。 

九 審査会の委員又は委員であった者は、職務上知り得た秘密を他

に漏らしてはならない。 

２ 審査会は、前項第３号に定める措置に至らなかった場合で、審

査の請求をされた議員の名誉を回復することが必要であると認め

るときは、政治倫理規準に反する事実が存在しない旨を議長に報

告する等所要の措置を講ずるものとする。  

３ 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会

に諮って定める。 

 

 

 

（議長への報告） 

第７条 審査会の委員長は、審査の結果について議長に報告するもの

とする。 

 （審査の結果の通知及び公表）  

第８条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査の

請求をした議員及び審査の請求をされた議員に対して審査の結果を

通知し、次条第１項に規定する意見書の提出の有無を確認の上、審

査の結果を公表しなければならない。 

 （意見書の提出及び公表） 

第９条 審査の請求をされた議員は、前条の規定による通知を受けた

ときは、審査の結果について、議長に対し意見書を提出することが

できる。 

２ 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、審査の

結果の公表に当たり、意見書の全部又は概要を併せて公表するも

のとする。  

 （措置） 

第10条 議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、審査

会が必要と認める措置を講じることができる。 

２ 議長は、前項の措置を講じたときは、これを公表しなければな

らない。  

 （委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、議長が別に定める。 

附 則 

１  この条例は、公布の日から施行する。 

２ 議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等

を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検

討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

 



条例の制定・
改廃の請求

事務の
監査請求

議会の
解散請求

議員の
解職請求

長の
解職請求

主要公務員の
解職請求

選挙権を有す
る者の５０分
の１以上の連
署による。

選挙権を有す
る者の３分の
１以上の連署
による。

（議員の解職
請求の場合、
選挙区のある
ときは、所属
の選挙区を単
位として計算
する。）

（※）

長

監査
委員

選
挙
管
理
委
員
会

長

請

求

要

旨

の

公

表

議会を招集
し提案
（意見付）

監査の実施

選

挙

権

者

の

投

票

議会の付議

議決

（過半数で
成立）

請求代表者
公 表

請求代表者
公 表
議 会
長(執行機関)

（通 知）
請求代表者
議会の議長
（関係議員）
公 表
（報 告）
市 町 村 長
知 事

請求代表者
関 係 者
公 表
知 事

過
半
数
の
同
意
が
あ
っ
た
と
き

解

散

解

職
2/3以上
の出席
3/4以上
の同意

種類 請求者 請求先 請求後の措置 結果の通知等

※ 選挙権を有する者が４０万を超え８０万以下の場合にあってはその４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の
１を乗じて得た数とを合算して得た数、８０万を超える場合にあってはその８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に
６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数。

直接請求の仕組み



想定される措置の種類（他団体の事例）

宮城県 長崎県 滋賀県 奈良県 三重県 福井県 広島県 岩手県 鳥取県 （静岡）
御殿場市

（埼玉）
鶴ヶ島市

（和歌山）
海南市

（茨城）
神栖市

（条例制定） （H11） （H15） （H15） （H16） （H18） （H19） （H19） （H22） （H25） （R1） （R2） （R2） （R3）

議長による厳重注意 〇

条例の遵守（を求める
勧告、警告） 〇 〇 〇 〇 〇

文書警告 〇 〇 〇

全員協議会における
戒告 〇

全員協議会で陳謝 〇 〇 〇 〇

陳謝文の提出及び議
場での朗読 〇

役職辞任勧告 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

代表者会議・政策調
整会議への出席停止 〇

出席自粛（停止） 〇 〇 〇 〇 〇

議員辞職勧告 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

※下線部分の「戒告」、「陳謝」、「出席停止」は地方自治法の懲罰でも規定されている。

※今回調査対象としている団体において、政治倫理条例に基づく措置として、「代表者会議（に相当する会議）で陳謝」を規定している事例なし。
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